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本
町
の
斎
藤
憲
町
長
は
２
月
17
日
、

自
治
功
労
者
と
し
て
群
馬
県
町
村
会
長

特
別
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

斎
藤
町
長
は
、
平
成
元
年
７
月
に
就

任
以
来
、
４
期
の
永
き
に
わ
た
り
町
長

の
重
責
を
歴
任
し
、
そ
の
職
責
を
遂
行

さ
れ
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に
寄
与
さ

れ
た
功
績
が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
す
。

初
当
選
以
来
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

斎
藤
憲
町
長
が

群
馬
県
町
村
会
長
特
別
表
彰

ガ
ラ
ス
張
り
の
行
政
を
モ
ッ
ト
ー
に
町

の
重
要
課
題
に
情
熱
を
持
っ
て
日
夜
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

先
進
的
事
例
と
し
て
全
国
か
ら
注
目

を
集
め
て
い
る
保
育
園
・
幼
稚
園
の
統

廃
合
合
築
園
舎
で
の
保
育
を
ス
タ
ー
ト

し
た
ほ
か
、
保
育
園
給
食
の
外
部
搬
入

を
可
能
と
す
る
「
子
ど
も
た
ち
を
地
元

食
材
で
育
て
る
構
造
改
革
特
区
」
の
認

定
、
環
境
基
本
計
画
を
策
定
し
環
境
保

全
活
動
に
取
り
組
む
「
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０

０
１
」の
認
証
取
得
、住
民
参
加
型
ミ
ニ

公
募
債「
め
い
わ
愛
町
債
」の
発
行
な
ど

に
い
ち
早
く
取
り
組
み
、
町
民
と
行
政

が
一
体
と
な
っ
て
温
か
く
き
め
細
や
か

な
行
政
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

明
和
町
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
は
、

「
ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
・
人
づ
く
り
」
の

拠
点
と
し
て
永
年
に
わ
た
り
優
れ
た
活

動
実
績
を
収
め
て
お
り
、
�
ブ
ル
ー
シ

ー
・
ア
ン
ド
・
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
財
団

会
長
か
ら
Ａ
評
価
と
し
て
こ
の
ほ
ど
表

彰
さ
れ
ま
し
た
。

同
施
設
は
、
平
成
16
年
度
に
お
い
て

も
利
用
者
人
数
、
指
導
員
の
配
置
、
新

規
事
業
へ
の
取
り
組
み
、
組
織
づ
く
り

な
ど
が
優
れ
、
全
国
４
８
０
の
市
町
村

永
年
の
優
れ
た
実
績
で
表
彰

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

に
設
置
さ
れ
た
中
で
、
ラ
ン
ク
８
位
に

評
価
さ
れ
、
２
年
連
続
の
表
彰
と
な
り

ま
し
た
。

海洋センター

第
1
回
町
議
会
臨
時
会
は
2
月
8

日
、
会
期
1
日
間
で
開
か
れ
、
4
案

件
（
町
長
提
出
）
に
つ
い
て
審
議
が

行
わ
れ
た
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
ど

お
り
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

明
和
町
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
の

制
定地

方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
地

方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
の
施
設

の
管
理
を
民
間
事
業
者
に
も
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
指
定
管

理
者
制
度
が
平
成
15
年
９
月
か
ら
施

行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
町
の
行

政
改
革
等
の
計
画
に
基
づ
き
、
今
後

「
町
の
施
設
」
を
指
定
管
理
者
に
行

わ
せ
る
た
め
通
則
的
な
事
項
を
新
た

に
定
め
ま
し
た
。

明
和
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
指

定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
た
め
「
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
運

営
に
関
す
る
条
例
」を
全
部
改
正
し
、

必
要
な
事
項
を
定
め
ま
し
た
。現
在
、

町
で
行
っ
て
い
る
管
理
を
指
定
管
理

者
に
委
託
す
る
こ
と
で
、
適
正
な
管

理
を
確
保
し
つ
つ
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
質
の
向
上
が
さ
ら
に
図
ら
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

明
和
町
学
童
保
育
所
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

学
童
保
育
所
の
管
理
を
指
定
管
理

者
に
行
わ
せ
る
た
め
「
町
学
童
保
育

所
の
設
置
及
び
管
理
運
営
に
関
す
る

条
例
」
を
全
部
改
正
し
、
必
要
な
事

項
を
定
め
ま
し
た
。
現
在
、
町
で
行

っ
て
い
る
管
理
を
指
定
管
理
者
に
委

託
す
る
こ
と
で
、
適
正
な
管
理
を
確

保
し
つ
つ
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
質
の

向
上
が
さ
ら
に
図
ら
れ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

明
和
町
税
条
例
の
一
部
改
正

不
動
産
登
記
法
の
全
部
改
正
に
伴

う
「
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
」
が
本
年
３
月
か
ら
施
行
さ
れ
る

こ
と
に
合
わ
せ
て
町
税
条
例
の
一
部

を
改
正
し
ま
し
た
。
第
54
条
で
は

「
土
地
登
記
簿
」
お
よ
び
「
建
物
登

記
簿
」
が
「
登
記
簿
」
に
改
め
ら
れ

た
こ
と
に
伴
う
規
定
の
整
備
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

指
定
管
理
者
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
制
定

第
１
回
町
議
会
臨
時
会

受賞おめでとうございます


